
見やすいユニバーサルフォントを採用しています。

１

音声コード対応パンフレット
です。
このコードを活字文書読み
上げ装置に読みとらせるこ
とで、各紙面の主な内容に
ついて音声を出力します。

「気づくと変わる人権のこと」
　うつむく花が空を飛ぶ鳥になるよう
に、あなたの意識が誰かの希望につな
がるかもしれません。そんな身近な人
権問題に“気づく”ことの大切さを、
「気づくと変わる人権のこと」と逆さ
絵を用いた仕掛けで表現しました。

12月4日～10日は人権週間です。
愛知県では、この人権週間にあわせて、人権週間広報を実施します。
この機会に、あなたの身の回りの人権問題について考えてみませんか。

人権週間広報

「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」について

愛知県県民文化局
人権推進課

2025年11月発行
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愛知県では、様々な事情により婚姻することができない、互いを人生のパートナーとして認め合う
二人及びその子等を始めとした近親者が、家族と約した関係であることを宣誓し、県がその宣誓を
受理したことを証明する「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」を、2024年４月から実施しています。

2025年度 人権啓発ポスター

法務省委託事業

制度の詳しい内容については、県民文化局人権推進課Webページをご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinken/aichifamilyship.html

　人権に対する気付きや、理解を深めていた
だくきっかけとなるよう、ポスターやインター
ネット広告などにより啓発を行います。

1948年12月10日の国連総会で「世界人権宣言」が採択され、国連はこれを記念して12月10日を「人権デー」とし
ています。国内では、毎年12月４日から12月10日までの１週間を「人権週間」として、全国的な啓発活動が行われます。


